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固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
（
「
賦

課
期
日
」
と
い
い
ま
す
）
に
、
土
地
、
家
屋
、

償
却
資
産
（
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
「
固
定
資

産
」
と
い
い
ま
す
）
を
所
有
し
て
い
る
人
が

そ
の
固
定
資
産
の
価
格
を
基
に
算
定
さ
れ
た

税
額
を
そ
の
固
定
資
産
の
所
在
す
る
市
町
村

に
納
め
る
税
金
で
す
。
固
定
資
産
税
の
納
期

は
年
４
回
に
分
か
れ
て
お
り
、
玉
村
町
の
納

期
限
は
、
５
月
末
、
７
月
末
、
９
月
末
、
12

月
25
日
（
そ
れ
ぞ
れ
土
、
日
の
場
合
は
翌
営

業
日
に
な
り
ま
す
）
で
、
納
税
通
知
書
は
毎

年
５
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

住
宅
の
減
額
措
置
お
よ
び
住
宅
用
地
に
対
す

る
特
例
措
置

　

固
定
資
産
税
で
は
、
住
宅
お
よ
び
住
宅
用

地
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
措
置
が
設
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

【
新
築
住
宅
に
対
す
る
減
額
措
置
】

　

新
築
さ
れ
た
住
宅
に
つ
い
て
は
、
新
築
後

一
定
期
間
、
固
定
資
産
税
額
が
減
額
さ
れ
ま

す
。

●
適
用
要
件

　

ア　

専
用
住
宅
や
併
用
住
宅
で
あ
る
こ
と
。

（
併
用
住
宅
に
つ
い
て
は
、
居
住
部
分

の
割
合
が
２
分
の
１
以
上
の
も
の
）

　

イ　

床
面
積
（
併
用
住
宅
に
つ
い
て
は
、

居
住
部
分
の
面
積
）
が
50
㎡
（
一
戸
建

て
以
外
の
貸
家
住
宅
は
40
㎡
）
以
上
２

８
０
㎡
以
下
で
あ
る
こ
と
。

●
減
額
さ
れ
る
範
囲

　

居
住
部
分
に
つ
い
て
１
２
０
㎡
ま
で
。
併

　

用
住
宅
に
お
け
る
店
舗
部
分
、
事
務
所
部

分
は
減
額
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

●
減
額
さ
れ
る
額

　

減
額
対
象
に
相
当
す
る
固
定
資
産
税
額
の

２
分
の
１

●
減
額
さ
れ
る
期
間

　

ア　

一
般
の
住
宅
…
新
築
後
３
年
度
分

（
長
期
優
良
住
宅
は
５
年
度
分
）

　

イ　

３
階
建
以
上
の
中
高
層
耐
火
住
宅
な

ど
…
新
築
後
５
年
度
分
（
長
期
優
良
住

宅
は
７
年
度
分
）

【
そ
の
他
の
減
額
措
置
】

　

住
宅
の
耐
震
改
修
、バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
、省

エ
ネ
改
修
な
ど
に
伴
う
工
事
を
行
っ
た
場
合
、一

定
の
要
件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
申
請
を
す
る
こ

と
に
よ
り
固
定
資
産
税
額
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

減
額
措
置
の
確
認
に
つ
い
て

　

住
宅
に
対
す
る
減
額
措
置
に
つ
い
て
は
、

５
月
に
送
付
す
る
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画

税
納
税
通
知
書
の
表
紙
の
「
新
築
住
宅
等
軽

減
額
」
欄
に
金
額
が
表
示
さ
れ
ま
す
の
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

【
住
宅
用
地
に
対
す
る
課
税
標
準
の
特
例
】

　

住
宅
用
地（
住
宅
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て

い
る
土
地
）は
、そ
の
税
負
担
を
特
に
軽
減
す
る

必
要
か
ら
、特
例
措
置
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

ア　

小
規
模
住
宅
用
地
（
住
宅
用
地
の
う

ち
１
戸
あ
た
り
２
０
０
㎡
ま
で
）
…
価

格
の
６
分
の
１

　

イ　

一
般
住
宅
用
地
（
住
宅
用
地
の
う
ち

小
規
模
住
宅
用
地
以
外
の
部
分
）
…
価

格
の
３
分
の
１

※
住
宅
用
地
の
範
囲
は
家
屋
床
面
積
の
10
倍

ま
で
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
併
用
住
宅

の
場
合
は
、
居
住
部
分
の
割
合
に
よ
っ
て

住
宅
用
地
の
範
囲
が
異
な
り
ま
す
。

特
例
措
置
の
確
認
に
つ
い
て

　

住
宅
用
地
の
特
例
措
置
が
適
用
さ
れ
て
い

る
土
地
に
つ
い
て
は
、
５
月
に
送
付
す
る
固

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
納
税
通
知
書
の
土

地
・
家
屋
課
税
資
産
明
細
書
の
「
軽
減
税

額
・
特
例
」
欄
に
「
住
宅
用
地
」
と
表
示
さ

れ
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

固
定
資
産
税
と
は

　玉村町の国民健康保険に加入している40歳から65
歳までの人を対象に、４月より役場保健センターで
集団健診を実施しています。健診料金は無料ですの
で忘れずに受診してください。なお、66歳以上の国
保加入者は、個別健診となりますので、平成30年11
月30日（金）までに、玉村町および伊勢崎市内の実
施医療機関で個別に健診を受けてください。
健診会場
　保健センター（１階・２階）
健診受診時に必要なもの
　①国保特定健康診査受診票　②国保の保険証
※受診票を紛失した場合は、再交付を行なっていま
す。

※人間ドックの助成を受ける場合は、特定健診を受
診できません。

※受診日に国民健康保険の資格が無くなった場合や人
間ドックの助成を受けた場合は、健診費用を負担し
ていただくことになりますのでご注意ください。

特定健診のお知らせ特定健診のお知らせ

25日（金）

28日（月）

30日（水）

5日（火）

21日（木）

24日（日）

18日（水）

11日（火）

28日（金）

30日（日）

5月

6月

7月

9月

午前8時30分～10時30分

午後1時30分～3時

午後5時30分～7時

午前8時30分～10時30分

午前8時30分～10時30分

午前8時30分～10時30分

午前8時30分～10時30分

午前8時30分～10時30分

午前8時30分～10時30分

午前8時30分～10時30分

午前8時30分～10時30分

午後1時30分～3時

午前8時30分～10時30分

保健センター

１階・２階

健診日 受  付  時  間

特定健診（集団）日程表
健診会場




